【別紙１－１】
所得状況等を証明する書類について

ア　保護者が令和７年度　市町村民税の所得割の納税義務を負わない者
　　当該年度の所得割の納税義務を負わないことを証明する書類　　例：課税証明書
　　４月の就学支援金申請時に個人番号（マイナンバー）を入力（提出）する方は提出を省略できます。
　　※保護者の各々について必要です。
　※令和７年度の課税証明書等の取得は、６月以降に市町村役場で申請してください。

イ　児童福祉法第２７条第１項第３号の規定により児童福祉施設に入所している者
　　施設の所長の発行する入所証明書 又は 児童相談所長の発行する児童委託証明書
　　※該当する施設は埼玉育児院 他２１施設です。詳しく学校へお問い合わせください。

ウ　同規定により小規模居住型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている者
　　児童相談所長の発行する児童委託証明書

エ　同法第６条の３第１項に規定する児童自立生活援助を行う者に委託されている者
　　施設の所長の発行する入所証明書 又は 児童相談所長の発行する児童委託証明書

オ　児童扶養手当法の規定による児童扶養手当を保護者が受給している者
　　申請月の受給額を証明する書類　　例：児童扶養手当受給証明書（写）
　　※埼玉県教育長が別に定める額に受給額が満たない場合は、所得（課税）状況も審査い
　　　たします。就学支援金申請時に個人番号を入力（提出）いただいていない場合は、
　　　課税証明書等を追加で提出していただくことがあります。

カ　生活保護法の規定による生活扶助を受けている世帯に属する者
　　生活扶助の受給額を証明する書類
　　　例：福祉事務所長・市長が発行する生活保護受給証明書（写）等
　　　※高等学校等就学費（生業扶助）の給付を受けている者を除きます。

●イからカまでの対象事由が年度途中に発生し、上記の添付書類からその事実が判断できないときは、その事由発生日を証明する書類を併せて添付してください。

キ　上記ア～カに該当しないとき
　　前年の所得の種類・所得額及び所得控除の種類・所得控除額を証明する書類
　　　例：市町村長の発行する令和７年度の所得証明書
　※保護者の各々について必要です。ただし、一方の保護者の書類から他方の保護者が控除対象配偶者であることが判断できる場合は他方の書類を省略できます。
※令和７年度の課税証明書等の発行は、６月以降に市町村役場で申請してください。
　　就学支援金申請時に個人番号（マイナンバー）を入力（提出）する方は提出を省略できます。

【別紙１－２】
状況に応じて必要になる書類について

ア　世帯構成を証明する書類
　　保護者のいずれか 又は その両方が欠けており、他の添付書類からその事実が判別できないときに添付してください。　例：住民票

イ　保護者が当該年度の市町村民税の所得割の納税義務を負う者のとき
　（ア）保護者が天災、その他不慮の災害を受けたとき
　　（１）埼玉県農業災害対策特別措置条例第３条の規定により特別災害として知事が指定する災害による被害を受けたとき
　　　　　→市町村長の発行する被害額 又は 被害割合、事由発生日を証明する書類
　　（２）保護者が自己の居住の用に供する住宅 又は 保護者が個人事業主となってその事業に用いる家屋が全半焼、全半壊、流失 又は 床上浸水となったとき
　　　　　→災害の事由とその発生日を証明する書類　　例：被災証明書　等

（イ）保護者が死亡したとき
　　死亡日を証明する書類　　例：医療機関の発行する死亡診断書（写）、住民票　等

（ウ）保護者が長期の傷病（全治３ヶ月以上）にかかったとき
　　　　全治までの期間を証明する書類　例：医療機関の発行した領収書（写）、診断書　等
　　　　３ヶ月以上療養していること 又は 療養予定であることを証明する書類
　　　　療養中の収入額を証明する書類　例：給与明細（写）等

（エ）保護者が失職、退職したとき　
　　　　失職日、失職中であることを証明する書類　　例：雇用保険（写）　等
　　※退職所得がある場合、退職所得額の証明書類も必要です。例：支給明細書（写）等

　（オ）保護者が転職したとき
転職の事由発生日を証明する書類及び転職後の勤務先を証明する所得証明書
転職の事由発生日を証明する書類　　例：採用通知（写）等
転職後の１ヶ月の収入額を証明する書類　　例：直近の給与明細（写）等
※前職の退職所得がある場合、退職所得額の証明書類も必要です。
例：支給明細書（写）等

　（カ）保護者の就業条件が変化したとき
　　就業条件の変化及びその事実発生日を証明する書類　例：労働契約変更通知（写）等
　　就業条件が変化後の１ヶ月の収入額を証明する書類　例：直近の給与明細（写）等
　　※自営業の場合は前年同月の収入額を証明する書類も必要です。

　（キ）前年度の１月１日以後に保護者が離別 又は 保護者が替わったとき
　　　　保護者の離別 又は 保護者が替わったこと及びその事由発生日を証明する書類
　　　　例：離婚届受理証明（写）等
